
 

 

 

 

 

 

 

令 和 ５ 年 ７ 月 ６ 日 

京 丹 後 市 役 所 

 

人口減少や少子高齢化の進行により地域課題が多様化する中、令和４年１０月１日に労

働者協同組合法が施行され、同法に基づく「労働者協同組合※」の設立が可能になりまし

た。  

市では、自治会が主体となり設立された労働者協同組合「かりまた共働組合」を招き、

地域課題の解決を仕事にする新しい働き方を学ぶ研修会を開催します。 

 

１ 研修会の概要                                      

１．名  称  まちづくり研修会「自治会から始まった仕事・法人づくり」 

２．日  時  令和５年７月９日（日）１３：３０～１５：００ 

３．会  場  京丹後市峰山総合福祉センターコミュニティホール  

         ※希望者に限りオンラインでライブ配信 

４．参加方法  下記まで事前に申し込み 

５．参 加 費  無料 

６．講  演  「自治会から始まった仕事・法人づくり」 

７．講  師  労働者協同組合かりまた共働組合 

國仲 義隆 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 問い合わせ                                    

   市長公室 地域コミュニティ推進課（℡：0772-69-1050） 
 
 

※【労働者協同組合】令和 2 年 12 月に全党全会派一致で議員提案され可決された労働者協同組合法（令和 4
年 10 月 1 日施行）に基づき設立される法人。組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行わ
れ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織。全国で 47 の団体が設立(5 月末時点)。 

報 道 資 料 

「自治会から始まった仕事・法人づくり」 

まちづくり研修会を開催！ 

國仲 義隆 さん 

【労働者協同組合かりまた共働組合】沖縄県宮古島市の北端に位置する、住民 460名の少

子高齢化が進む狩俣集落。集落消滅の危機が迫る中、世代交代によって 40代に若返った自

治会メンバーが、令和 4年 12月に労働者協同組合を立ち上げた。 きっかけは幼稚園の子

どもを持つお母さんたちの声。「毎日のお弁当作りが大変！」という声を受け、給食作りを

有志でサポート。また、捨てるしかなかった地元産の魚を買い取り総菜として販売、生産

調整のために廃棄処分をしていた新鮮なモズクの直売会を開催するなど、まちづくりを仕

事にする新しい働き方を実践している。 



開催チラシ（表面） 

 



開催チラシ（裏面） 

 


